
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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島
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育
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則
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一
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る
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島
県
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公
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一
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を
改
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す
る
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島
県
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育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
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一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

○
福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則

第
一
条
中
「
福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
」
を
「
福
島
県
特
別
支

援
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
⑴
中

「
心
身
障
害
児
の
教
育
相
談
の
実
施
並
び
に
当
該
相
談
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
」
を
「
障
が
い
児
等

の
教
育
相
談
」
に
改
め
、
同
号
⑵
中
「
養
護
教
育
関
係
職
員
」
を
「
特
別
支
援
教
育
関
係
職
員
等
」
に

改
め
、
同
号
⑶
中
「
養
護
教
育
に
関
す
る
指
導
の
内
容
、
方
法
等
の
調
査
」
を
「
特
別
支
援
教
育
に
関

す
る
調
査
」
に
改
め
、
同
号
⑷
中
「
養
護
教
育
」
を
「
特
別
支
援
教
育
」
に
改
め
、
同
号
⑸
中
「
養
護

教
育
に
係
る
啓
発
」
を
「
特
別
支
援
教
育
に
係
る
理
解
啓
発
」
に
改
め
、
同
号
⑹
中
「
養
護
教
育
」
を

「
特
別
支
援
教
育
」
に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
支
援
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
福
島
県
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
る
。

別
表
第
一
学
校
を
除
く
教
育
機
関
の
項
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
（
養
セ
）
」
を
「
特
別
支
援
教
育

セ
ン
タ
ー
（
特
セ
）
」
に
改
め
、
同
表
県
立
学
校
の
項
中
「
小
高
商
業
高
等
学
校
（
小
高
商
高
）

小

高
工
業
高
等
学
校
（
小
高
工
高
）
」
を
「
小
高
産
業
技
術
高
等
学
校
（
小
高
産
技
高
）
」
に
、
「
盲
学

校
（
盲
）

聾
学
校
（
聾
）

大
笹
生
養
護
学
校
（
大
養
）

郡
山
養
護
学
校
（
郡
養
）

あ
ぶ
く
ま

ろ
う

養
護
学
校
（
あ
養
）

須
賀
川
養
護
学
校
（
須
養
）

西
郷
養
護
学
校
（
西
養
）

石
川
養
護
学
校
（
石

養
）

会
津
養
護
学
校
（
会
養
）

猪
苗
代
養
護
学
校
（
猪
養
）

平
養
護
学
校
（
平
養
）

い
わ
き

養
護
学
校
（
い
養
）

富
岡
養
護
学
校
（
富
養
）

相
馬
養
護
学
校
（
相
養
）
」
を
「
視
覚
支
援
学
校

（
視
支
）

聴
覚
支
援
学
校
（
聴
支
）

大
笹
生
支
援
学
校
（
大
支
）

郡
山
支
援
学
校
（
郡
支
）

あ
ぶ
く
ま
支
援
学
校
（
あ
支
）

須
賀
川
支
援
学
校
（
須
支
）

西
郷
支
援
学
校
（
西
支
）

石
川
支

援
学
校
（
石
支
）

た
む
ら
支
援
学
校
（
た
支
）

会
津
支
援
学
校
（
会
支
）

猪
苗
代
支
援
学
校
（
猪

支
）

平
支
援
学
校
（
平
支
）

い
わ
き
支
援
学
校
（
い
支
）

富
岡
支
援
学
校
（
富
支
）

相
馬
支

援
学
校
（
相
支
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会
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福
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
福
島
県
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
所

福
島
県
養

第
二
条
第
二
号
の
表
中

方
二
〇

古
印
体

13

長
印

護
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

「
福
島
県
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー

福
島
県

を

方
二
〇

古
印
体

13

」

所
長
印

所
長

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

教

育

庁

福
島
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

福
島
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
委
員
会
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
福

利

課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
四
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
教
育
事
務
所
等
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


